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令和５年度 起業家教育事業 （予定）

２０２３年１月
中小機構 創業・ベンチャー支援部

本資料の内容は国および中小機構における令和５年度予算成立を前提とした
ものであり、事業内容の全部または一部が変更となる可能性があります。



01. 起業家教育プログラム実施支援

02.  起業家教育出前授業実施支援
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令和5年度 起業家教育事業（予定） ▶▶▶ 概要



０１.  起業家教育プログラム実施支援

令和5年4月 募集開始（予定）
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01. 起業家教育プログラム実施支援（予定） ▶▶▶ 概要

対 象

起業家教育標準的カリ

キュラムを導入し、

起業家教育に取り組む

高等学校等(…*)

目 的

・起業家に必要とされる

マインドと資質・能力を

有する人材の育成

・起業家教育に取り組む

高等学校等及び自治体・

創業支援機関等の拡大

実 施 予 定

4 校程度

（予定）

実 施 期 間

令和5年 4月

▼

令和6年 2月

（予定）

＊高等学校等：学校教育法第一条で規
定する、高等学校、高等専門学校（1～
3年生）、中等教育学校（後期中等教育

段階）、特別支援学校（高等部）

これまでに起業家教育の実績があるが、
標準的カリキュラムを参考にカリキュ

ラムブラッシュアップに取組む高等学
校等の申込も可能です。

提 供 内 容

・起業家教育標準的カリ

キュラム(…*)導入のた

めのサポート

・他校との接点、生徒の

コミュニティ、社会との

接点の提供

＊中小企業庁の示す起業家教育 標準
的カリキュラム
（https://www.chusho.meti.go.

jp/keiei/kyouiku/download/cu
rriculum01.pdf）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyouiku/download/curriculum01.pdf
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 支援内容

オンラインツールを活用し、授業に関する教員・学生からの
相談に起業知識豊富な事務局が迅速に回答します

外部講師やインタビュー先企業について
紹介・マッチングを行います

学生向けのオンライン説明会や
授業実施で活用できるコンテンツ等を提供します

◼ 授業実施サポート（教員・学生の方からの相談対応）

事業計画の作成に必要となる専門的な知識について、参加者の方が簡単に相談できる体制を確保し、授業前後で
のフォローを提供するほか、授業カリキュラムの趣旨に沿った起業家・講師の紹介・マッチングを提供します。
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 支援内容

参加校の教員同士・学生同士が繋がる
オンラインコミュニティを構築を促進します

事務局・教員同士での意見交換の場・ワークショップを
提供します

オンラインツールを活用した質問の投げかけ、ワークショッ
プ開催などによる学校を超えた学びの機会を提供します

◼ 起業家教育に関するコミュニティ形成

起業にあたっては起業準備者間・支援者とのネットワークが重要な役割を果たします。起業家教育プログラムに参
加する教員の方、学生の方同士が気軽に情報を交換することができるコミュニティの形成をすることで、参加者
へのモチベーションを高め、授業カリキュラムの質向上を図ります。
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 支援内容

授業カリキュラムの成果を発表する場
（プレゼン発表会などを想定）を開催

定期的に、起業家と学生が直接対話する機会を提供

インキュベーション施設等と連携し、社会との接点を提供

◼ 社会との接点づくり・授業成果の発表機会の提供

授業カリキュラムの成果発表の機会を提供し、起業家との接点づくりやインキュベーション施設等との連携をサ
ポートし、授業カリキュラム実施後の教育効果の維持・発展を支援します。
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 支援内容

好事例としての広報

外部講師等への謝金の支払い（上限あり）

その他 起業家教育についてのサポート

◼ その他

授業カリキュラムの好事例としての広報などのサポートにより、起業家教育・キャリア教育への取り組みを広く周
知するサポートを提供いたします。
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01. 起業家教育プログラム実施支援

◼ 参加校の皆様に取り組んでいただくこと

教 員 の 方 学 生 の 方

• 年間の授業カリキュラムのうち10～30時間程度を
活用し、起業家教育を行う（起業家教育講師等派遣
支援を除く）

• 参加校同士のコミュニティ参加、意見交換の場への
参加

• 上記取り組みを通して得た知見や、標準的カリキュラ
ムへの意見について報告

• 来年度以降の継続的実施

• 起業家教育プログラムへの参加

• 事務局が提供する意見交換のためのワークショップ
への参加

• アンケート調査への回答
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ 申込から参加決定の流れ

中小機構HP より 申込 応 募 内 容 を 審 査 参 加 決 定

4月1日～4月30日（予定） 5月中旬ころ（予定） 6月以降（予定）

申込校が実施予定数を超えた場合、審査
をさせていただく場合があります

6月（予定）に事務局が立ち上がり次第、
具体的な実施に向けた調整を行います

① 起業家教育プログラムの利用（教員・学生の方の相談対応に関する費用・中小機構および事務局が派遣する講師・協力事業者（起業家）に支払う謝金
等）については費用は掛かりません。ただし、個別相談や意見交換会・ワークショップに参加いただく際に必要となるインターネット通信費について
は自己負担となります。

② 起業家教育プログラム実施支援については、今年度の実施予定件数は４件であり、申込が支援対象件数を超過した場合、応募内容を審査の上実施
対象校を決定させていただきます。（審査については事業目的に鑑み、過去に中小企業庁が実施した起業家教育プログラムへ参加の有無、起業家
教育の実績の有無、参加生徒数、確保可能な授業時間数等の内容に基づき判断をさせていただきます。）

③ その他、申込みにあたってご不明な点、プログラム内容等についてご相談がありましたら次葉の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

◼ 注意事項
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ 申込時の記載事項 （予定）

申
請
者

① 学校名 ※ ③ ④：担当教員の方とご連絡
が取れる電話番号、メールアドレ
スをご記載ください② 担当教員名

③ 電話番号・FAX番号※

④ メールアドレス※

⑤ 連絡のつきやすい曜日・時間帯・連絡方法

実
施
概
要

⑥ 実施学科 ※ ⑤～⑧については、ご予定でも
構いません

※ ⑨～⑪については、別途資料
を添付していただいても構いませ
ん

※ ⑫：出前授業について希望され
る起業家のイメージなど、その他
確認したい事項などがございまし
たらご記載ください

⑦ 実施科目

⑧ 実施時期・実施時間数

⑨ 実施学年・生徒数

⑩ これまでの探究学習・キャリア教育の内容

⑪ これまでの探究学習・キャリア教育で作成活用したコンテンツ

⑫ 今回実施したい・改善したい内容※

⑬ その他
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01. 起業家教育プログラム実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ お問い合わせ先

• その他、申込みにあたってご不明な点、ご相談は下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
創業・ベンチャー支援部

創業・ベンチャー支援企画課

〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

Tel ： 03-5470-1645
Fax : 03-3433-2576

Mail : kigyorider@smrj.go.jp
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01. 起業家教育プログラム実施支援

◼ 【参考】 昨年度（令和４年度）参加校一覧

No. 実 施 校 名 都 道 府 県

1 青 森 山 田 高 等 学 校 青 森 県

2 福 井 県 立 坂 井 高 等 学 校 福 井 県

3 芝 浦 工 業 大 学 附 属 中 学 高 等 学 校 東 京 都

4 北 海 道 留 辺 蘂 高 等 学 校 北 海 道



02.  起業家教育出前授業実施支援 令和5年4月 募集開始（予定）
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※令和４年度事業名称 起業家教育講師等派遣支援
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対 象

①起業家を招いた講演・出前

授業の実施を希望する

高等学校等(…*1)

②主に生徒等(…*2)を対象と

する、起業家教育・創業機運醸

成に関する講演・出前授業の

実施を希望する

自治体・創業支援機

関等

目 的

・起業家に必要とされる

マインドと資質・能力を

有する人材の育成

・起業家教育に取り組む

高等学校等及び自治体・

創業支援機関等の拡大

実 施 予 定

先 着

50 校程度

（予定）

実 施 期 間

令和5年 4月

▼

令和6年 2月

（予定）

＊1…高等学校等：学校教育法第一条
で規定する、高等学校、高等専門学校
（1～3年生）、中等教育学校（後期中等

教育段階）、特別支援学校（高等部）

＊1…これまでに起業家教育の実績が
あるが、標準カリキュラムを参考にカリ

キュラムブラッシュアップに取組む高
等学校等の申込も可能です。

＊2…学校教育法第一条で規定する、
高等学校、高等専門学校（1～3年生）、
中等教育学校（後期中等教育段階）、特

別支援学校（高等部）に通う生徒等

02. 起業家教育出前授業実施支援（予定） ▶▶▶ 概要

提 供 内 容

・出前授業実施に向けた

企画相談

（1コマ 50-60分程度）

・起業家の紹介、派遣

・謝金の支払

あなたの学校に起業家を派遣します
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02. 起業家教育出前授業実施支援 ▶▶▶ 実施例

◼ 授業実施（例）

授業実施時間：1コマ（50～60分程度）

１．自己紹介
講師の経歴、学生時代のこと、夢・目標等

２．事業の内容
扱っている商品・サービス、会社等の特徴、 業界の特性等

３．創業したきっかけ
現在の事業に携わったきっかけ、独立・起業に至った経緯、問題意識等

４．経験談
実際に事業を行って感じたこと、経験したこと事業を経営してよかったこと、ピ
ンチをどのように乗り越えたか、やりたいことができているか

５．事業を経営する上で必要なこと
人脈、お金、知識、起業家精神、恋愛・・・等

６．人生の先輩から、若者へ向けたエール！

※あくまで参考であり、この内容に限定したものではありません
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02. 起業家教育出前授業実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ 利用の流れ

4月1日開始（予定）

※学校や機関のご担当者様より
お申し込みください

① 応募内容に基づき、事務局が協力事業者（起業家）（以下、｢講師｣という。）にご連
絡し、応募された高等学校等、自治体・創業支援機関等（以下、｢応募機関｣とい
う。）と最初のお繋ぎをさせていただきますが、その後の日程（実施日時等を含
む）、実施内容等につきましては、応募機関と講師の２者間で行っていただきます。

② 出前授業実施支援の利用（講師の紹介・出前授業の実施に関する相談・支援）につ
いて、費用は掛かりません。なお、幅広い機関に利用いただくため、利用は原則と
して１回までとなります。

③ 本支援を通じて提供した講師の情報は、起業家教育事業の実施にあたっての情報
提供を目的としており、その内容についていかなる斡旋・表明を行うものではあ
りません。本支援のご利用に関連して生じたトラブルや、応募機関と講師との間で
生じたトラブル等について、中小機構は一切責任を負うものではないことをあら
かじめご了承ください。

④ 起業家教育講師等派遣支援については、今年度の実施予定数は50機関であり、
申込みは先着順となります。申込みが実施予定件数に達した場合、募集期間中で
あっても応募を終了することがあります。

◼ 注意事項

中小機構HP より 申込

応募内容確認

ヒアリング

参加決定

起業家とのマッチング

起業家との内容詳細調整

起業家教育実施

※登壇費用は中小機構が負担し
ます。学校側で謝金をご用意い
ただく必要はございません。



18

02. 起業家教育出前授業実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ 申込時の記載事項 （予定）

申
請
者

① 学校名・機関名 ※ ③ ④：担当教員の方とご連絡
が取れる電話番号、メールアドレ
スをご記載ください② 担当教員名・担当者名

③ 電話番号・FAX番号※

④ メールアドレス※

実
施
概
要

⑤ 実施予定日 ※ ⑨：これまでに中小企業庁が実
施した起業家教育事業における出
前授業の実施の有無についてご
回答ください。

※ ⑪：中小企業庁の起業家教育
事業者リストへの掲載の有無をご
回答ください。

⑥ 実施予定場所

⑦ 参加予定人数

⑧ 募集対象者

⑨ 過去の実施の有無※

⑩ 希望する起業家講師の氏名

⑪ 起業家リストでの掲載有無※

⑫ 講義・講座のテーマ

⑬ その他
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02. 起業家教育出前授業実施支援 ▶▶▶ 申込にあたって

◼ お問い合わせ先

• その他、申込みにあたってご不明な点、ご相談は下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
創業・ベンチャー支援部

創業・ベンチャー支援企画課

〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

Tel ： 03-5470-1645
Fax : 03-3433-2576

Mail : kigyorider@smrj.go.jp
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